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ァフ 業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 5月 16日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎 総 (電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(多度大社上げ馬神事監視 )

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

参事兼食品安全課長

③
鏡質衛ぞ至3物

愛護
食品
そこ夢
長

食品表示班長

⑤

〇
長
　
　
　
口貝

係
　
　
　
班

O① J喘 'キ
i

義:①
班員

①

本

　

文

このことについて、別添のとお り報告 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008666367532



業務報告

令和 5年 5月 16日

食品安全課長 様

生活衛生・動物愛護班 班長 南川 喬子

主査 安藤 淳

主任 尾崎 由佳

食品衛生班      主査 山崎 翔気

令和 5年度多度大社上げ馬神事監視について

・  このことについて、下記のとお り業務を報告 します。

記

1 日時

令和 5年 5月 4日 (木)9:30～ 17:00

令和 5年 5月 5日 (金)10:30～ 16:00

2 場所

桑名市多度町 多度大社

3 監視員

(1)令不日5年 5月 4日

現地監視

・医療保健部 食品安全課 :南川班長、山崎主査

桑名保健所 :貝 沼技師

・教育委員会事務局 宮原主任

(2)令不日5年 5月 5日

現地監視

・医療保健部 食品安全課 :安藤主査、尾崎

桑名保健所 :濱 口主幹兼課長代理

4 監視結果

(1)馬の取扱いについて

ア 5月 4日

・馬に対する著 しい暴力行為等の大きな問題は確認 されなかった。

・複数の地区で不適切な取扱い (法被を振 り回す、法被で叩く、砂かけ、

声での威嚇、係留用ロープで叩く、鞭を振 り回す)が認められたため、

5月 4日 の神事終了後、桑名市を通 じて主催者に対 し、馬の不適切な取



扱いの改善について申し入れを行つた。

・馬の負傷に備えた獣医師の配置、監視員及び進行役の配置、走路の整備、

馬の保管場所から出走場所までの移動路の統=化等を図るなどの自主

的な取組が継続されていた。

・ 9頭 目の馬が、上げ坂の途中で転倒し負傷し、獣医師の診断の結果、左

前肢の骨折と診断され、安楽死処置がとられることとなつた。なお、処

置までの間、鎮痛剤の投与が行われていた。

(5月 4日 の神事終了後に安楽死処置が行われた旨、 5月 5日 に報告

を受けた)

イ  5月 5日

!T塁嘗π奮晶ぷ額鑑埜「踏嚇躍臨暮乗り 〇
手が落馬したため、人馬の安全面を考慮し引き上げられた。当該馬につ

`いては、後肢に出血を認めたものの跛行はなかつた。           .

(2)神事の安全な実施

5月 4日 に、騎手 1名 が落馬により負傷したが、大事に至らなかつたと

のことだつた。

(3)その他

両 日とも報道関係者による食品安全課への問い合わせはなかつた。

(、D
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<上げ坂の様子>

5月 4日 (1日 目) 5月 5日 (2日 目)
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ァフ
業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年4月 10日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎 由逢辱:) (電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(上げ馬神事事故防止対策協議会)

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

食品安全課長

③

生活衛生・動物愛護 係長
班長

① ⑤

本

　

文

この ことについて、男u添の とお り報告 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008577710532
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業務報告

食品安全課長 様

令和 5年 4月 10日

生活衛生・動物愛護班

主任 尾崎 由佳

令和 5年上げ馬神事事故防止対策協議会について

このことについて、下記のとおり報告します。
ヽη

記

l 日時 令和 5年 4月 10日 (月 )14:00～ 14120

2 場所

多度大社 豊明殿 (桑名市多度町多度 1681)

3 出席者

食品安全課 生活衛生・動物愛護班 尾崎

桑名保健所 衛生指導課  濱口課長代理、貝沼技師

4 内容
・

別紙事項書に基づき、各担当部署から催事の開催にあたり、体制や確認

事項について説明があつた。

動物愛護の事項について、桑名警察署生活安全課、桑名市ブランド推進課、

.県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課及び当課からそれぞれ発言した。

<食品安全課発言内容>
・ 馬の取扱いについて、神事関係者の改善の取組により、近年大きな問

題は発生していないと承知している。

・ 今年は4年ぶりの開催ということで注目が集まっており、県外の動物

愛護団体等から問い合わせが増えている。

・ 令和元年の法改正により、虐待の例示として、殴る、蹴る等の外傷を

与える行為、外傷を負 う可能性のある行為をさせること、心理的抑圧

や恐怖を与えること等が追加された。.殴 る、蹴る、失速した馬を無理



やり引つ張り上げる、その他馬に恐怖を与えるような行為が行われな

いよう、改めて神事関係者に周知いただきたい。,

4 その他

協議会終了後、花馬の猪飼地区区長と、桑名市ブランド推進課、県教育

委員会社会教育・文化財保護課、食品安全謀、桑名保健所で、馬の取扱い

上の注意事項と当日の監視対応等について再確認を行つた。

()

／
ｔ



今わデ稼明 10日 `笹え2時

恭 :多皮羅 豊明廃8F
① 開̈ こと:f

l 官司挨″
2-
3‖躊 絵 側 炒

4 暴名市長様御峡″  k4
5警慕暑園響鴨り

' C舜
議疑 出

中
1 祭事に関わる事項

御厨鑢代

その他

2 え通規制、申 について

泰名警察署 え通誅
公共え翻脚期について (養を鉄違 0パス)

多皮町観光協会

・L清

その他

3 危
…

事項

暴名警察署 地裁課

桑名市消防団 多皮ガ衝団

その他

4 救護体制について

耗 市役所 産榊  観光誅

桑名消防署 多皮分署
その他

5動物愛畿:こついて

ネ名警察署 生活安全諫

耗 市役所 市長ダ室 プランド椎進課 夫化派興係

二童簡 委員会 社会教育・対

…二重い 合品安全諫

闘彩卜員会

その他

6 その他

競

雄

その他                  .

②

　

③

∞

CD

④ 閉会のこと|ゴ

今和5年 上げ、島神事事故防止対策協議会



公 文 書
ファイル名

業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 6月 1日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎 咆
(電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(反省会前調整会議)

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

①  ①
食品表示班長   担当

③

本

　

文

このことについて、別添のとおり報告します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。
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業 務 報 告

食品安全課長 様

令和 5年 6月 1日

生活衛生・動物愛護班

班長 南川 喬子

主任 尾崎 由佳

多度大社上 げ馬神事 について、下記 の とお り会議 を行 いま したので報告 しま

す。
・       記   ´

日程

令和 5年 5月 31日 (水 )10時 00分 ～ 12時 15分

場所

二重県桑名庁舎 2階 衛生教育室

3 出席者

別紙のとお り

4 会議概要

(1)現状の情報共有

・ (食安)今年度は、休止前に比べて不適切な取扱いが多く認められたよ

うに思 う。また、当日職員は現認していないが、インターネット上で暴

力行為を含む動画が多数出回つており、多くの意見が寄せられている。

来年度開催するのであれば、誰の日から見ても明らかな改善がなされ

なければ、受け入れられないと考えている。

・ (桑名市)地元関係者は SNSを利用していない者も多く、現状の認識

に温度差がある。先日、大社が臨時御厨会議を招集し、情報共有を図つ

たと聞いている。個人攻撃を受けている地元関係者もおり、行政からの

正確な情報発信を求める声もある。

・ (県教委)現在、苦情を受けているのは、大社、県、市であり、主催者

である御厨総代会に直接苦情が届いていないことも温度差につながっ

ている。保存会がなく、主催者側の責任者 (代表者)力 明`らかでないこ

とも課題。           
｀

(2)過去の指導、改善状況の確認

・ (食安)平成 21年度に、地元関係者間で協議された申し合わせ事項に

ついて説明。



・ (県教委)平成 22年度の文化財保護審議会からの建議と、これを受け

た教育委員会から保持団体への勧告、助言について説明。

。 (桑名市)地元関係者の自主的な取組により、過去から改善がなされて

きたと認識 している。3年間の休止により、伝承ができていなかつた影

響が大きいと考えられる。

(3)今年度の神事を受けた対応

・ (県教委)過去の建議の内容を再度地元関係者に説明し、改善を求める

必要がある。文化財指定されているため変更できないと考えている可

能性もあるため、無形民俗文化財は、社会の変化に合わせた変容が認め

られていることを伝えていく。

・ (桑名市)現在 SNSで問題になつている動画を地元関係者に見せて、

共通認識を持つ必要がある。具体的な改善を議論するため、協議会以外

に、地元関係者と市、県が協議を行 う場を調整する。

・ (食安)誤つた伝承が不適切な行為につながつているものもあるため、

馬の適切な取扱いについて、認識してもらうことが重要。地元に改善の

意思が認められるのであれば、協力して改善を図りたいと考えている

. 
が、改善の意思が認められなければ、取り締まる方向で進めざるをえな

い 。

・ 反省会で指摘す る予定の内容について、各機関から情報共有。

(4)そ の他

・ マスコミか らの取材の状況について情報共有。

＜́

ヽ

(こ )



令和 5年度多度大社上げ馬神事事故防止対策協議会 (反省会)に係る
関係行政機関事前調整会議出席者名簿

日時 :令和 5年 5月 31日

午前10時～12時

会場 :桑名保健所衛生教育室

3

9

10

11

桑名市役所ブラン ド推進課 課長 水谷 芳春

桑名市役所ブラン ド推進課 課長補佐兼係長 石神 教親

桑名市役所ブラン ド推進課 学芸員 久保田 恵友

桑名市役所ブラン ド推進課 会計年度任用職員 竹 内 英 昭

二重県桑名保健所衛生指導課 主幹兼課長代理 濱 口 太 志

三重県桑名保健所衛生指導課 主幹 相谷 祐 司

二重県桑名保健所衛生指導課 技 師 貝沼 祐月

二重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課

班 長 中井 英幸

二重県教育委員会事務局
社会教育 ・文化財保護課

主任 宮原 佑治

三重県医療保健部食品安全課 班 長 南 川 喬 子

三重県医療保健部食品安全課 主任 尾崎 由佳

1諏■属 役■職.‐ 氏 ●名
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ァフ
業務報告書 (動物関係 ) フ

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 6月 26日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

巫 由佳《憂) (電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(上 げ馬神事事故防止対策協議会反省会)

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

食品安全課長

○
生活衛生・動物愛護 係長
班長

③

赫 諄

③

① ①

ぶ o′先ふ列多

本

　

文

この ことについて、男U添 の とお り報告 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008761526532
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業務報告

食品安全課長 様

令不日5年 6月 26日

生活衛生・動物愛護班

主任 尾崎 由佳

令和 5年上げ馬神事事故防止対策協議会 (反省会)について

このことについて、下記のとおり報告します。

記
r

1  日日寺 令和 54「 6月 1 9日  (月 ) 14 : 00-15 : 30

2 場所

多度大社 豊明殿 (桑名市多度町多度 1681)

3 出席者

食品安全課 生活衛生・動物愛護班 南川班長、尾崎

桑名保健所 衛生指導課  濱 口課長代理、相谷主幹

4 内容

別紙事項書及び反省報告書に基づき、各担当部署から今年度の上げ馬神事

1      の反省点等について説明があつた。
ヽ

動物愛護の事項については、桑名市ブランド推進課、県教育委員会事務局

社会教育・文化財保護課、当課の順に、反省報告書に基づき発言し、上げ坂

の在り方を含め、抜本的な改善を行わない限り、神事の継続自体が困難にな

る可能性が高い旨説明し、来年度に向けた検討と検討結果の報告を要請した。

<食品安全課からの主な要請事項>
①馬を法被で叩く、馬の前で大声を上げる等、馬の不適切な取り扱いの是正

②SNSで公開されている馬の不適切な取扱の情報共有と事実確認

③県等に寄せられた意見の情報共有

④上げ坂での馬の転倒事故の原因検証と再発防止策 (坂の高さ、傾斜、馬場の

整備等)

⑤有識者の意見を踏まえた神事全体を通した馬の取扱の見直し



また、桑名警察署生活安全課から、反省報告書の内容に加え、400件以

上の問い合わせがある旨情報共有があつた。

5 その他

多度大社及び御厨総代会から、神事終了後の多くの抗議、意見を真摯に受け

止め、来年は批判を受けないよう改善策を検討していきたい、との発言があり、

上げ坂の構造を含め、御厨会議で検討を始めているとのことであつた。

し

○

○



柘 争3月 19日午後2時

於 :多友羅 豊明ガ賠 F
開会つ ことば

1 官司挨拶

2翼状 靱

3協議申

:攀鰯 l

議疑 由

協議事項
1 茶事に関わる事項

御厨鑢代
その他

イ |

2 え通規制、幸 について

来名警察署 え通諫
グ共え動陶襲について

多皮町観光協会
.L清

, その他

3 危険防止等注意事項

暴名警察署 地裁諫

矢ん(10と κ滅ネ )

は ・′
,ス

) 1欠
キ

力/懇多多

欠辞

①

②

　

③

〇

暴名市消防団 多度方面団

その他

4 救護体制について

耗 市役所 観光美化課

慕名市消防本部 多度分署

その他

5 動物愛護について

桑名警察署 生活安全課

桑名市教静 員会

二童購 委員会 社会教育・夫化財保護誅

二重県医療保険部 合品安全課

監視委員会

その他

6 その他

測 青

雄

その他

④ 閉会のこと|ミ

杢わ二年 上:ス島紳事事故防止対策協議会



今わ二年 上げ島沖事事故防止対策協議会皮右報告書

① 本年度多皮茶における反省点について

② 本年の多皮祭における茂呆について

③ その他のご意几

暴名警察署

生 活安全誅

① ・神事主催者の非グ友と主催オ、の意見窓口の水設置

_、 ・負傷 した祭、弓への救護、こ投体411の 準備不足

② 祭、らによる人的被害がなかった

③ ・指拝銃制の確立と徹底

・伝統行事として存続するための再検討、見直しの系妥性

地域誅

① ・桟敷席の観客、招待客、祭事関係/―rな どが、上 り坂付近のロープ規411内 を過邊する際に

一般客との几分けが困難であった。

・多皮夫社付近逍路炎通規411時 間は午後 8時 までであるが、警備員の配二は午後 5時 までで

あった。規411表示を撤去するまでは警佑員の配二が必要と思われる。

・5月 5日 の楠廻 りの行事の際、馬場内に待機する祭、もが渋滞 し、祭馬の移動径路 (丸繁前と

、も繋場から、も場への通路)を 横断できない帰宅客が一時滞留した。

え逍第一課

・署長規制による規制時ralは 午後 8時 までであったが、警備員の配二は午後 5時 までであり、典

のあとは、も繋場の奇機材撤机車両が規411内 に侵入 している状況であった。署長規411時間の変更等

の検討 も必要と思われる。

・駐車対策用セーフティーコーンが有効活用されていなかった。



ネ名市 多皮地区市民センター

③市への祭に対する著情が数百件あったことを率認していますが、今後の対応策を考えていかな

ければ、観兆地である多皮のイメージ低下につながっていくため戯配です。

ネ名市役所 市長ダ室 プランド輩進誅 課長 水谷 オ春

① SNS上での情報拡散について

,昨今のスマートフォンの普及とSNSの 411用 拡大により、諄しもが簡単に情報を入手し発信

出来るようになってきた。これは4年前とは隔せの趣がある。これまでと主ヽヽ不特定多数の
。

方から意見が神社だけでなく祭関係者、市役

"彙
庁にまで送られてきています。こうした新

しい形に対応する必要が出てきている。

・祭事の様々な場衝での行為がインターネットにアップされているため、虐待ととられかねな

い行為は晨に行わないように、えなる周舛徹底をしてほしい。

・数多くのr・lい合ゎせに対して返事を返 していくにあたり、意見の調整ができておらず対應が

前後するといつたことも几史けられた。これまで以上に緊密なやり取 りが羹妥かと思われる。

。今回のSNSの人上について、各地区の全せ帝にえ吉を配布するか、口覧するかで周知 して

ほしヽヽ。

・誤った情報の拡散、特定の個人への誹謗ヤ傷・迷恙行為があり、祭関係者のSNSの使用に

ついても注意喚起 してほしい。

・水年度開催に向け、何を変イとさせるのか、どのように変えしたのかということを明確にし、

内容の発信を行 う羹妥があると思われる。

本年の祭について

。本年度は残念なことに一頭安楽えとなってしまったが、その際の連絡体牛1・ 現場への参集及

び車両投入に関して、バタついたことがあつた。祭忽事態マニュアル等を準備してはどうか。

2



・上げ坂斜面の整備に関して、2ロ ロは行われていたことを率認していたが、初日は整備 され

ていなかったと思われる。 2日 間とも行う方が良いのではないか。

・馬のキ「1家 を上げ、●神事事故防止対策協議会に入れてはどうか。

・場内アナウンスがコロナ前にシLし て少なく、島場内を疾走中に慌ててといった場衝が見えけ

られた。逍切なアナウンスが生まれる。

② 新型コロナウイルスの影零がまだ残る中、4年ぶりに開催し復興の第一歩を踏み出せたことが

本年度の成果と思われる。

″春老鉄道株式会社 二輪管理所
 ヽ 1

」ヽ

① ・友オL・ ホームに駅係員を増員させ、特に′
1ヽ さいお子様走れのお客様に注意嗅たをするなど事

故防上に努めました。

・多皮駅で入冴規制をすることはなかったが、14時～17時 までiL入する/11率 に対して、注意

こ転を指示し、事故防上を図りました。

② 夭候にも恙まれ、多くのお客様に楽しんでいただけたと慮じました。

3



令和 5年 6月 5日

多度大社 御中

上げ馬神事事故防止対策協議会 御中

二重県医療保健部食品安全課長

多度祭反省報告書について

令和 5年 5月 付けで依頼のあったことについて、下記のとお り報告 します。

1                    記

1 本年度多度祭における反省点について

(1)負傷 した馬の取扱いについて

1日 目 (令和 5年 5月 4日 )に、祭馬が上げ坂の途中で転倒 して骨折 し、安

楽死処置 とな りました。過去の骨折事例においても、上げ坂の途中での転倒事

故が発生 しているため、上げ坂の整備方法、出走前後の馬の取扱い、その他転

倒原因 とな りうる事象について検証 し、再発防t策を講 じる必要があ ります。

また、観客の安全確保のためとはいえ、負傷 した馬を馬場から馬繋場付近ま

で自力で歩かせ ることとな りました。負傷 した馬については、獣医師による診

療、苦痛の軽減 を速やかに行えるよう、場所、体制を整備する必要があ ります。

(2)そ の他

本年度の神事の中で、以下のとお り、動物愛護の観点から適正 とは言い難い

行為が複数の地区で認められました。            .
・法被や綱で馬 を叩く

。法被や綱を振 り回 して馬を威嚇する

0馬 に砂をかける

。大声で馬を威嚇する

これ らの行為は、過去の御厨会議及び監視委員会における申し合わせの中で、

動物虐待防止 と安全な神事の実施のために禁止 され、令和元年度以前は改善さ

れてきていた と認識 していますので、各地区において申し合わせ事項を踏まえ

た祭馬の適正な取扱いについて再確認 と改善を行い、祭馬を取 り扱 う全ての関

係者に徹底 させ ることが必要 と考えます。

2 本年の多度祭における成果について

馬の負傷に備え獣医師を配置するなどの対応に加え、監視員及び進行役の配置 (



馬の保管場所から出走場所までの移動路の統一化等を図るなど、上げ馬神事関係

者による馬への不適切な行為を抑止する自主的な体制は継続されていたことを

確認しました。

3 その他の意見

神事当日、骨折した馬を歩かせる行為、馬を引き上げる行為、引き上げられた

馬の後肢の負傷等に対し、観客から「かわいそう」との声が上がつていました。

また、神事終了後、インターネット上に、上げ馬神事関係者が馬に対して暴力

行為を行う動画が多数掲載され、県に対しても、電話、メール、ハガキ等により、

動物虐待なのではないか、との意見が 1, 000件以上寄せ られています。

寄せ られている意見の中には、上げ坂の高さや角度がサラブレッドの身体能力

を超えており、上げ坂に挑ませること自体が動物虐待にあたるのではなぃか、と

の声も多くあります:

今年度の上げ馬神事については、甲会でも取 り上げられ、動物の愛護及び管理

に関する法律を所管する環寛省から、「動物虐待とは、一般的に愛護動物をみだ

りに (正当な目的がなく)強度の苦痛を動物に与えて殺傷 した り、衰弱 させた り

することを指し、動物虐待に該当するか否かは、その行為の目的、手段、態様な

ど、またさらに動物の苦痛の程度、さらには社会通念に照らし合わせて判断され

るもの」との発言がありました。さらに、上げ馬神事が動物虐待に該当するか否

かについては、「量きにわたつて響域に根付いている行事など社会的に容認され

ているものである場合には、その正当な目的があるもの」としながらも、「正当

な目的があつたとしても、当該行為の手段、態様等が社会通念上容認される範囲

を超えているような場合は、動物の殺傷、虐待罪が成立する可能性もある」との

発言がありました。

神事であつても、愛護動物を使用する場合は、その手段、態様、動物の苦痛の

程度が、社会通念上容認 される範囲を超えると動物虐待となります。

インターネット上には、事実と異なる情報も多数掲載されていることは承知 し

ていますが、暴力行為については、各地区において事実関係を確認し、事実であ

れば二度とないよう厳重に注意してください。さらに、昨今の動物愛護に関する

社会通念の急速な変化や多様な価値観に対応しない限り、神事に対する批判が更

に高まることが予想されることから、馬の生態や馬術競漬の専門家に意見を聞き、

神事全体を通 した馬の取扱いについて見直 しを行 うことを提案 します。
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県に寄せられている意見

今年度の上げ馬神事終了後、県に対して県内外問わず、多くの方から以下のよう

な意見が寄せられています。

なお、ご意見をいただいている方のほとんどは個人であり、動物愛護団体だけで

はありません。また、少数ではありますが、当日現地に来て直接見たという方もい

らっしゃいます。

さらに、国内各新聞社、テレビ局からも取材があり、海外メディアからも問い合

わせを受けています。                   ,

1 殴る、蹴る等の暴力行為及び声で威嚇する、法被を振り回す、走路に人が立つ

ρ.    等の馬に恐怖を与える行為を根絶すべき。過去た逮捕者が出て、行政から何度も
~`プ    指導されているにもかかわらず、現在も見られるということは、改善する意思が

ないのではないか。

2 坂を駆け上がらせる行為がサラブレッドの身体能力を超えており虐待である。

対応方法に関する意見は主に以下の3通 り。

(1)神事関係者の振る舞いに動物への配慮が感じられないので、祭自体 (祭での

動物の使用)を廃止すべき。

(2)緩やかな坂又は平地を走らせる、町内を練り歩く、流鏑馬等サラブレッドの

身体能力に見合つた行事のみとすべき。

(3)専門家の意見を聞き、坂の高さや傾斜を馬術障害競技の範囲内とすべき。

3 来年も今のまま続けるのであれば、当日現地に妨害しに行く。 (自 分が馬の代

わりに坂を走る、と仰る方もいました)

4 引1練 された馬であれば、出走の合図のみを行えばよく、走り始めたら騎手も叩

1_l    く必要はない。あらかじめ、上げ坂を何度か見せ、試走させておけば、馬は自分

のペースで跳べるはずである。

5 走行中に騎手以外の者が手を出すのは、馬が驚きバランスを崩す基になるため、

. 騎手にとつても大変危険である。走路に人が立ち、声をあげるのも、馬に恐怖を

与える。

6 騎手の訓練期間が短く、馬をコントロールできていない。子供の頃から乗馬ク

ラブに通う等し、技術の習得を行うべき。

7 上げ馬に使用する馬は地区で所有し、十分な訓練を行い、使用後は終生飼養す
べきである。(1～ 2頭であれば自分も協力し引き取る、と仰る方もいました)

8 馬がおびえているのが見て取れる。馬が喜んで走る姿を見て、すべての観客が

楽しめる祭にしてほしい。そのような祭になれば、ぜひ見に行きたい。

9 動物の虐待や不適切な取扱いが認められるのは県指定無形民俗文化財として

ふさわしくなく、指定を解除 (取消し)してほしい。
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多度大社 様

上げ馬神事事故防止対策協議会 様

令和 5年 6月 6日

二重県教育委員会

社会教育・文化財保護課長

令和 5年度 多度祭上げ馬神事事故防止対策協議会反省会

「多度祭反省報告書」について

ヽ

1.本年度多度祭における反省点について

(1)馬の事故について

5月 4日 (1日 日)の神事で、馬 1頭が上げ馬に失敗 し、左前肢を骨折 した

ため安楽殺処置がなされました。二重県教育委員会では、平成 23年に二重県

文化財保護審議会の建議を受け、二重県文化財保護条例第 33条の規定に基づ

き:、 二重県教育委員会から神事の改善を求める勧告および助言、加えて平成 2

4年にも助言をさせていただいております。

<勧告・助言の内容について>
1 馬の取扱について、動物の愛護及び管理に関する法律を遵守し、動物虐待

や動物愛護の精神に反する行為を根絶すること。

2 未成年の飲酒、喫煙等を防止する取組を継続し、疑いをもたれないよう、

青少年の健全育成に努めること。

3 騎手、昼、関係者や観客等に対して事故が起きないよう、神事の安全な運

営に努めること。

今回の馬の事故は、上記の勧告・助言の内容に沿わないところがあるため、

今後の継続した改善の取り組みにより、安全で人馬共に事故が三度と起きない

神事の実施を求めます。   ″

(2)上げ坂の傾斜と土壁の高さについて ,    .
5月 4日 (1日 日)と 5月 5日 (2日 目)では、明らかに坂と土壁の構造が

異なっておりました。 1日 目は、坂爪掛で削られた場所でも、成人男性の頭く

らいまでの高さがあ りましたが、 2日 目には壁際の坂に土を盛る等をし、成人

男性の肩くらいの高さとなっておりました。この坂と壁の構造が、上げ馬の成

功にも大きく関係し、 1日 目は12頭中0頭であったものが、 2日 目の6頭中

●   °



_3頭の成功につながつたのではないかと考えられます。

坂 と壁の構造については、過去の教育委員会の勧告に先立って行われた二重

県文化財保諄審議会の建議の中でも、「土壁の高さに関 して、一定の改善がはか

られましたが、坂の傾斜等について、さらなる取組が求められます。」 とあり、

継続 した改善の実施による事故の無い神事への取組が求められています。 ,

そもそも無形民俗文化財は、地域や社会の変化 とともにある程度変容する性

格の文化財です。上げ馬神事の文化財 としての本質的価値である、神事を担 う

社会組織の形態、古式の祭礼形態や成人の通過儀礼の形態が保たれている限り、

庶民の暮 らしの変遷を知るための資料 として神事の価値が失われることはあり

ません。 (1)の勧告・助言の内容も踏まえ、今二度、人馬ともに安全な神事 と

なるよう、坂と壁の傾斜・高さ、坂の整備等、よリー層の改善が求められます。

2.本年の多度祭における成果について

新型コロナウィルス感染症による令和 2年～ 4年の中止を挟みながらも、令

和 5年度は4年ぶ りに再会されたことは、関係各所の皆様による様々な努力が

あったと思います。

3.その他のご意見

令和 5年度以前にも、県医療保健部食品安全課および県教育委員会に対する

問い合わせ (電話・メール・県民の声・ハガキ・手紙等)は寄せ られていまし

たが、令和 5年度の神事実施後の問い合わせの件数は約 1,000件を超え、過去

に類を見ない数 となっています。多度大社や桑名市、その他機関、一部地域の

方々にも、多くの意見が寄せ られていることは皆様もご存知かと思いますが、

さら、には 5月 16日 の国会の参議院岸林水産委員会でも取り上げられ、大手新

聞社やテレビ等でも一部報じられています。動物の取扱にかかる認識は国内外

を問わず大変厳しいものとなつていることをご了知のうえ、今後の対応をご検

討ください。

○

ヽ o
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公
ァフ 業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 あ り 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 7月 6日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

蔀 由の (電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(74多度大社上げ馬神事調整会議 )

開示用件名 業務報告書について

供
　
　
覧

①  ③
食品表示班長    担当

①

禾

　
　
文

この こ とについて、男U添の とお り報告 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008791865532



業 務 報 告

食品安全課長 様

令和 5年 7月 6日

生活衛生・動物愛護班

班長 南川 喬子

主任 尾崎 由佳

多度大社上げ馬神事について、下記のとおり会議を行いましたので報告しま

す。

記

1 日程

令和 5年 7月 4日 (火)13時 30分～ 16時 30分

場所

二重県桑名庁舎附属棟 1階 第 2会議室

3 
蓼唇冥社:     、
桑名市ブランド準進課 :久保田学芸員

桑名保健所 :濱 口課長代理、相谷主幹       `
食品安全課 :南川班長、尾崎

会議概要

0前回の御厨会議では、上げ馬神事自体は継続したい、そのために上げ坂

の構造を含め改善策を検討する、という方向になっていた。

・ 次回の御厨会議では、県から改めて意思確認を行つた上で、映像を示し

ながら不適切行為の認識を統一し、暴力行為の根絶と上げ坂の見直し

に係る具体的な改善方針について協議することとした。

。大社にも か ら要望書が届いてお り、次

回の御厨会議で特に意見が出なければ、その内容をベースに改善案を

検討し、改善案について専門家に意見を聞くという流れを、大社から、

御厨総代会に提案することとなった。
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公
ァフ 業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 7月 10日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎由長て議乃 (電話 :PHS 5773)

標 題 業務報告書について(7.7御厨会議 )

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

参事兼食品安全課長

①
生活衛生・動物愛護

響長
  (雨)食品衛
ζ菫「

|

食品表示班長

⑤

Ｏ

①

・・

長
　
　
　
当
　
　
　
当

係
　
　
　
担
　
　
　
担

本
　
　
文

この ことについて、月U添 の とお り報告 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008797318532



業務報告

食品安全課長 様

多度大社上げ馬神事に係る臨時御厨会議について

このことについて、下記のとお り会議に出席 しましたので報告 します。

記

日時 令和 5年 7月 7日 (金)14:00～ 16:00

場所

多度大社 豊明殿 (桑名市多度町多度 1681)

出席者

翻参うしT燒驚 、
県教育委員会事務局社会教育

県医療保健部食品安全課 :

桑名保健所衛生指導課 :

令 和 5年 7月 10日

生活衛生・動物愛護班

多度祭について

4 内容

( 1

１

　

　

２







※ここで、県と市は退席。その後、前段の意見交換を踏まえて、御厨と大社で

会議が行われた。会議結果については、後日報告がある予定。
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公 文 書
ファイル名

業務報告書 (動物関係 )

保存期間 5年 保存期間満了
時の措置

廃棄 個 人 情 報 な し 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 8月 2日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎宙倖ら (電話 :PHS 5773)

標 題

_せ 7」/

業務報告書について(7.27環境貧訪間)

開示用件名 業務報告書について

供

　

覧

参事兼食品安全課長

○
鏡賃衛

7,ir愛

護係長
(詈∋

食品衛生班長   担当

食J』曇と長   担当
③  l‐

③
ヽ
、
、

　ヽ

　́
一

本
　
　
文

百万τIに ついて、別添のとお り報告 します。

ノ

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

‐
     8600Q0000001008857366532



業務報告

令和 5年 8月 2日

食品安全課長 様

生活衛生 。動物愛護班

主任 尾崎 由佳

上げ馬神事に係る環境省 との打ち合わせについて

このことについて、下記のとお り報告 します。

1 日時 令和 5年 7月 27日 (木)16:00～ 17:30

2 場所

環境省動物愛護管理室

東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5号館  26階

3 出席者

環境省 自然環境局総務課動物愛護管理室

野村室長

(担 当者)吉澤室長補佐、佐藤専門官、山下係長

二重県医療保健部

小倉部長、食品安全課 水野課長

(担当者)生活衛生・動物愛護班 尾崎

4 内容

多度大社の上げ馬神事に係 る県の現状について情報共有 し、動物虐待への  ｀

該当性判断等について協力を依頼 した。

その後、担当者同士で、上げ馬神事における馬の取扱い等に係 る法解釈につ

いて、意見交換を行つた。



書
略

文
ク

公
ァフ 動物愛護管理総括

保存期間 3年 保存期間満了
時の措置

廃 棄 個 人 情 報 あ り 存 否 区 分 存

供 覧 令和5年 8月 29日 処理期限

供覧者

医療保健部食品安全課

生活衛生・動物愛護班

主任

尾崎 由 (電話 :PHS 5773)

標 題 多度祭反省会協議事項に係る検討結果の報告について(供覧)

開示用件名 多度祭反省会協議事項に係る検討結果の報告について

供

　

覧

参事兼食品安全課長 鏡賃衛生ご尉り「
護

食品衛生班長

①
食品表示班長

係長

担当

担当

⑤

① ①

・ ::・

´
rrご」・、
富 )

●・‐j・・́I ⑤

本

　

文

この ことについて、 /」
j添の とお り多反大仕 及ひ御厨総代会 よ り報告があ りま したので、供覧 します。

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

860000000001008914240532



二重県医療保健部 御中

食品安全課長 殿

多度大社

御厨総代会

令和 5年 8月 28日

宮司 塚原 徳生

会長

多度祭反省会協議事項に係る検討結果の報告について (回答)

拝復 標記の件につき、去る 7月 7日以降 8月 19日 まで数次に亙 り臨時御厨会議を開催

し、貴職より発出されました依頼文書の事項について下記の通 り回答致 します。

敬具

口己

1 令和 5年 5月 4日 に発生した上げ坂での馬の転倒事故について、発生原因の検証結果

と再発防止策、事故発生時の対応手順 (マ ニュアル等)

上げ馬神事において、馬の適正な取扱いを徹底するための対策 (申 し合わせ事項の見直

し、周知徹底方法、上げ坂の構造等に関する検討結果)

動物愛護に関する法の遵守と馬への威嚇行為の根絶について

今般の臨時御厨会議において議論を重ね、おおよそ次の内容の変更を行うことと決

しました。

・申し合わせ事項の見直し・周知徹底方法



。上げ坂の構造等に関する検討結果

臨時御厨会議において議論を重ね、おおよそ次の内容への変更を決定 しました。

① 走路の整備

② 力坂の整備

④ その他の改善事項

3 その他




